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第

二

十

四

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

八

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

（

令

和

四

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

中

「

在

住

、

在

勤

」

を

「

在

住

し

、

在

勤

し

、

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

一

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

表

第

一

（

第

七

条

関

係

）

 

 

入

館

料

 

        
 

備

考

 

 
 

一

 

一

般

と

は

高

校

生

以

上

の

者

を

い

い

、

子

ど

も

と

は

四

歳

以

上

中

学

生

以

下

の

者

を

い

う

。

 

 
 

二

 

四

歳

未

満

の

者

の

利

用

料

金

は

、

無

料

と

す

る

。

 

子

ど

も

（

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

）

 

一

般

（

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

）

 

子

ど

も

 

一

般

 

区

分

 

一

人

当

た

り

 

利

用

単

位

 

六

〇

〇

円

 

一

、

五

〇

〇

円

 

二

〇

〇

円

 

五

〇

〇

円

 

区

民

 

利

用

料

金

 

九

〇

〇

円

 

二

、

一

〇

〇

円

 

三

〇

〇

円

 

七

〇

〇

円

 

区

民

以

外
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三

 

利

用

料

金

は

、

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

を

除

き

、

一

回

の

金

額

と

す

る

。

 

 
 

四

 

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

の

有

効

期

間

は

、

交

付

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

有

効

期

間

の

満

了

の

日

が

児

童

文

学

館

の

休

館

日

に

当

た

る

と

き

は

、

そ

の

日

後

に

お

い

て

そ

の

日

に

最

も

近

い

休

館

日

で

な

い

日

ま

で

と

す

る

。

 

 
 

五

 
年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

は

、

そ

の

氏

名

欄

に

記

載

さ

れ

た

者

に

限

り

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

六

 

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

を

提

示

し

て

入

館

す

る

者

は

、

利

用

料

金

を

納

付

し

た

も

の

と

み

な

す

。

 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

の

利

用

料

金

に

、

年

間

パ

ス

ポ

ー

ト

の

区

分

を

新

設

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


